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学校再開のお知らせと新型コロナウィルス感染防止対策についてのお願い 

 

 滋賀県立学校では、4 月 11 日より一斉に臨時休業となっておりましたが、緊急事態宣言の解除を受

け、学校を再開することとなりました。本校でも、先週と今週は、学年ごとの分散による登校日を設け

ておりましたが、6月 1日(月)より、全学年一斉に学校を再開することになりました。しかし、緊急事

態宣言こそ解除されたとはいえ、新型コロナウィルスの脅威がなくなったわけではなく、予断を許さ

ない状況に変わりはありません。 

そのような中での学校再開であり、臨時休業前の状態に戻るものではありません。本校としまして

も引き続きウィルス対策・防疫に全力を尽くす所存でおりますが、ご家族の皆様にも多大なご協力を

お願いしなければなりません。 

 つきましては、学校のとる対策及び、ご家庭でしていただきたいご協力を下記のとおりまとめまし

たので、ぜひ、ご理解の上ご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．開校日（次の表の中の ○ で囲まれた日は休みです） 

６月             ７月            ８月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

  31       

    ・7月 4日、8月 8日、8月 29日は、土曜日ですが、開校日(学校に登校する日)となります。 

  ・夏季休業(夏休み)は 8月 9日～23日、および 8月 31日です。 

  ・その他の学校行事や保護者会については、各学年よりお知らせします。 

  ・９月からは、例年通りの日程で開校の予定です。 

 ＊新型コロナウイルス感染症の状況や国の対応の変化によっては、変更することもあります。 

２．新型コロナ感染防止の対策とお願い 

 （１）体調異変の場合、速やかな連絡と自宅待機を 

【基本的な考え】生徒に風邪の症状がみられるときは、登校させず、自宅休養をさせる。 

・咳や喉の痛み、発熱はもちろん、倦怠感や嗅覚味覚の異常などがある場合は、かならず、学校

へご連絡の上、登校せず、自宅療養をお願いします。また、公共機関での登下校などで感染の



不安をお持ちの場合、お気軽にご相談ください。 

 ＊出席時間数や授業内容の遅れなどについては、不利にならないよう、配慮(出席停止の措置

や補習・個別指導など)します。 

・登校後に学校で、上記のような症状を見受けましたら、速やかにご家庭との連絡を取り、帰宅

させ、自宅にて療養するよう指導します。 

 （２）健康観察の励行 

・毎朝の SHR(ショートホームルーム)で担任が全員の健康観察を行いますが限られた時間の中行

き届かない恐れがあります。ご家庭でも毎朝晩検温し、健康観察票(別紙)のご記入をお願いし

ます。 

    ＊ご家庭に体温計のない場合は、登校後すぐに、学校で検温します。 

・健康観察票は体調不良の有無にかかわらず、毎週月曜日に前の週のものを担任に提出させてく

ださい。 

 （３）手洗い・マスクの着用・消毒について 

・登校時や各休み時間に手洗いを指導します。ご家庭でもこまめに手洗いをさせてください。ま

た、ハンカチやタオルを持たせてください。 

・登下校及び学校生活中は必ずマスクの着用を指導します（教職員も、マスクを着用して授業や

ホームルーム活動等に臨みます。）ご家庭でも、外出時にはマスクを着用させてください。 

・毎日放課後(生徒による清掃活動の後)、生徒の机やそのほか生徒がよく触れるところは必ず消

毒します。また、昼食時に机などの消毒を希望する生徒には、消毒液を塗布したペーパータオ

ルを配布します。 

・咳エチケット（万一マスクを外した時でも、咳やくしゃみをするときは、手を当てずに、ハン

カチなどの布や自分の衣服の上腕部や上着などを口に当てる）の励行を指導します。 

 （４）授業及びホームルームの形態 

・６月１日(月)～５日(金)：この期間は、密集密接を防ぐ習慣を確立するため、各クラスを２分

割してそれぞれ別の教室でホームルーム活動(３年３組、４組は１教室)および通常クラス全体

で行われている授業を行います。 

・６月８日(月)以後は、通常の形態に戻しますが、机の間は可能な限り十分開けます。 

・当面の間、調理実習や密接が考えられる実習(体育の中の密着が予想される種目など) は行い

ません。また、ペアワークの授業等は十分な距離をとるなどの対策をとって行います。 

・教室はエアコン使用時も、窓の一部は開放したままとし、換気に努めます。新幹線の騒音には

少し我慢してもらわなければならないこともあります。 

   ＊ご家庭でも、密閉空間や密集した場所へ行かないようご指導願いします。 

・下校時の昇降口の密集を防ぐため、クラスごとに放課後の時間帯を 10～15分ずらします。 

 （５）部活動 

   ・当面の間は、本格的な部活動の再開に向けての準備期間として、まずは生徒の体力等の回復を

主な目的に、自校内での活動のみとします。 

（６）その他 

・流言や飛語、偽情報に惑わされず、正しい情報をもとに、冷静な行動を心がけるよう指導しま

す。ご家庭でもご指導や話し合いをよろしくお願いします。 

・登校に対する不安やご不明なこと、お気づきのことがあれば気軽に学校にご相談ください。 


